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◎開議の宣告

〇議長（星川三喜男君） おはようございます。定足数に達しておりますので、ただいま

から本日の会議を開きます。

本日の議事日程については、お手元に配付した議事日程第２号のとおりです。

（午前 ９時３０分）

◎議案第４３号

〇議長（星川三喜男君） それでは、日程第１、議案第４３号 令和６年度中頓別町一般

会計補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） おはようございます。本日もよろしくお願い申し上げます。それ

では、議案第４３号 令和６年度中頓別町一般会計補正予算につきまして、笹原政策経営

課長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 笹原政策経営課長。

〇政策経営課長（笹原 等君） おはようございます。よろしくお願いいたします。それ

では、議案第４３号 令和６年度中頓別町一般会計補正予算についてご説明申し上げます。

予算書の１ページをお開き願います。令和６年度中頓別町一般会計補正予算。

令和６年度中頓別町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条第１項 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９，７５２万４，００

０円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ４６億２，９９２万５，０００

円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 既定の債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 既定の地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。

令和６年６月１７日提出、中頓別町長。

４ページをお開き願います。第２表、債務負担行為補正。債務負担行為の追加でござい

ます。１点目は、自治体システム標準化・共通化に係る事業（戸籍情報システム）、期間

は令和６年度から令和７年度までの２年間で、限度額は６３８万円。

２点目は、自治体システム標準化・共通化に係る事業（戸籍付票システム）、期間は令

和６年度から令和７年度までの２年間、限度額は６３８万円。

３点目は、中頓別学園建設工事、期間は令和６年度から令和８年度までの３年間、限度
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額は４６億５，７５１万１，０００円でございます。

続きまして、第３表、地方債補正でございます。起債の目的、緊急自然災害防止対策事

業債の限度額を変更前２，３３０万円から変更後２，７３０万円とするもので、起債の方

法、利率、償還の方法に変更はございません。道路施設予防保全事業の限度額を変更前２，

２３０万円から変更後２，６３０万円とするもので、事業内容の追加に伴う起債の追加で

ございます。河床掘削事業につきましては、変更はございません。

続きまして、事項別明細書、歳出からご説明をいたします。１２ページをお開き願いま

す。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では、既定額に３，１６４万５，００

０円を追加し、６億３，７０６万７，０００円とするもので、内容は人事管理事務事業、

２節給料で１，３７１万７，０００円、３節職員手当等で７４０万円、４節共済費で２９

４万４，０００円を追加、１８節負担金補助及び交付金では１５万５，０００円を減額、

いずれも長寿園職員に係る人員配置の確定と一般会計、特別会計の会計間による予算計上

の精査によるものでございます。１２節委託料では給与システムの改修業務委託料３５万

円、職員募集業務委託料２５１万９，０００円、合わせまして２８６万９，０００円を追

加、法制事務事業、１２節委託料で５７万２，０００円、１３節使用料及び賃借料で１９

万８，０００円を追加、個人情報の保護に関する法律の改正に対応するためのシステム導

入及び使用料でございます。中頓別町奨学金等償還支援事業、２０節貸付金では奨学金の

償還に対する貸付申請があったことから、４１０万円を追加するものであります。詳細に

つきましては、総務課総務グループ作成の補正予算説明資料をご参照願います。また、人

件費の詳細につきましては、２２ページ以降の給与費明細書をご参照願います。

３目文書広報費では、既定額に３３万２，０００円を追加し、５４５万５，０００円と

するもので、広報公聴事業、１３節使用料及び賃借料で現在使用している町ホームページ

のサーバーを更新する費用とこれに伴い増額となる保守費用を追加するものでございます。

詳細につきましては、別に配付しております政策経営課作成の予算説明資料をご参照願い

ます。

４目財産管理費では、既定額に２１３万１，０００円を追加し、２，５７９万６，００

０円とするもので、内容は町有財産維持管理事業、１７節備品購入費にメモリアルハイツ

に追加設置する消火器購入費用として４万６，０００円を追加、１８節負担金補助及び交

付金では旭台コミュニティセンター及びあかね会館の修繕費に対する補助金として合わせ

て６１万７，０００円を追加、役場庁舎維持管理事業、１０節需用費では役場正面玄関ド

アの修繕費として１０６万５，０００円、１７節備品購入費では庁舎に設置しております

ストーブ１台の更新費４０万３，０００円をそれぞれ追加、詳細につきましては別に配付

しております建設課建設グループ作成の予算説明資料をご参照願います。

１４ページをお開きいただきまして、１０目情報推進費では、既定額に３４万２，００

０円を追加し、４，４１０万６，０００円とするもので、中頓別町電子自治体推進事業、

１１節役務費で同額を追加、長寿園の町営化に伴う行政システムネットワークの増設によ
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る通信費用の増加分でございます。

２項徴税費、１目税務総務費では、既定額に３万４，０００円を追加し、１億２，０８

８万８，０００円とするもので、税務事務事業、１８節負担金補助及び交付金に地方税共

同機構負担金の不足分として同額を追加。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費では、既定額に６２７万７，０００

円を追加し、２，５７９万３，０００円とするもので、社会福祉総務事業、１８節負担金

補助及び交付金に同額を追加、天北厚生園における高圧受電設備の更新に対する町負担分

でございます。詳細につきましては、保健福祉課作成の補正予算説明資料をご参照願いま

す。

２目老人福祉費では、既定額に１６万６，０００円を追加し、１億８，４２９万２，０

００円とするもので、内容は老人福祉事業、１９節扶助費で介護医療院利用者の個人負担

に対する助成金１１３万２，０００円を追加、養護老人ホーム運営事業、１節報酬で４３

９万４，０００円、３節職員手当等で１４５万４，０００円をそれぞれ減額、長寿園職員

に係る人員配置の精算によるものでございます。１１節役務費では、施設の火災保険料不

足額として５２万５，０００円を追加、１２節委託料では介護システム導入委託料３３０

万円、給食調理員の派遣業務委託料１０５万７，０００円、合わせまして４３５万７，０

００円を追加するものでございます。

８目介護福祉センター費では、既定額に２８万６，０００円を追加し、６０２万７，０

００円とするもので、介護福祉センター管理事業、１３節使用料及び賃借料で保健センタ

ーの入退室を管理するシステム利用料及び防犯カメラ利用料として同額を計上。

１１目低所得者支援等給付金事業費では、既定額に１５０万３，０００円を追加し、８

０８万３，０００円とするもので、低所得者支援等給付金事業、１２節委託料で今年度実

施する低所得者支援及び定額減税補足給付金支給に係るシステム改修費用として同額を計

上。

２項児童福祉費、２目児童措置費では、既定額に１２５万９，０００円を追加し、１，

４９３万７，０００円とするもので、児童手当支給事業、１２節委託料で同額を計上、児

童手当の支給対象が高校生まで延長されることに伴うシステム改修費用でございます。

１６ページをお開きいただきまして、４款衛生費、１項保健衛生費、２目母子衛生費で

は、既定額に３４万４，０００円を追加し、５７９万１，０００円とするもので、母子健

診事業、１２節委託料に同額を計上、１か月児健診の費用助成を行うためのシステム改修

費用でございます。

３目環境衛生費では、既定額に６６万円を追加し、１億５，３５４万６，０００円とす

るもので、環境衛生事業、１２節委託料に同額を計上、一般廃棄物埋立処理施設における

トラックスケールを今年度更新する予定としておりますが、これに伴う指示計のデータ取

り込みなどの業務委託料でございます。詳細につきましては、総務課住民グループ作成の

補正予算説明資料をご参照願います。
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５目病院費では、既定額に３２９万７，０００円を追加し、２億２，４５３万６，００

０円とするもので、国民健康保険病院事業運営補助事業、１８節負担金補助及び交付金で

同額を追加、病院の追加補正に対する一般会計からの負担金でございます。

６目診療所費では、既定額に９１万６，０００円を追加し、５４４万６，０００円とす

るもので、歯科診療所運営事業、１０節需用費では歯科診療所住宅部分のトイレ修繕費と

して３０万８，０００円、１１節役務費では歯科技工士の郵便料として２４万円を計上、

１３節使用料及び賃借料ではレセプトシステムの機能追加費用として１万８，０００円を

追加、１７節備品購入費では住宅部分及び歯科診療所待合室のエアコン更新費用３５万円

を計上するものであります。

６款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費では、既定額に３０万５，０００円を

追加し、８，９６１万３，０００円とするもので、６次産業化推進事業、８節旅費でワイ

ン醸造研修など不足する研修費用１３万６，０００円を追加、１５節原材料費では醸造用

ブドウ苗の購入費用１６万９，０００円を追加。

４目有害鳥獣対策費では、既定額に２４５万２，０００円を追加し、１，９７８万１，

０００円とするもので、有害鳥獣対策費、２節給料で１７２万７，０００円、３節職員手

当等で７２万５，０００円をそれぞれ新規計上、有害鳥獣担当の地域おこし協力隊を採用

するための人件費でございます。詳細につきましては、産業課産業グループ作成の補正予

算説明資料をご参照願います。

１８ページお開きいただきまして、８款土木費、２項道路橋梁費、１目道路維持費では、

既定額に４０５万９，０００円を追加し、２億１，０８８万６，０００円とするもので、

道路維持補修事業、１２節委託料で町道ののり面崩落防止対策業務委託料として同額を計

上、詳細につきましては建設課建設グループ作成の補正予算説明資料をご参照願います。

６項住宅費、１目住宅管理費では、既定額に２万円を追加し、４，９６１万５，０００

円とするもので、公営住宅維持管理事業、１１節役務費で公営住宅火災保険料の値上がり

に伴う不足額として同額を追加。

１０款教育費、１項教育総務費、２目事務局費では、既定額に３９万８，０００円を追

加し、３億７５０万５，０００円とするもので、教育委員会事務局事業、４節共済費に同

額を追加、自然体験活動事業を推進する地域おこし協力隊を採用するため必要となる共済

組合負担金、社会保険料でございます。詳細につきましては、教育委員会作成の補正予算

説明資料をご参照願います。

３目住宅管理費では、既定額に４５万９，０００円を追加し、７５万９，０００円とす

るもので、教職員住宅管理事業、１０節需用費で同額を追加、中学校教職員の住宅内部の

修繕費として追加計上するものでございます。

４項社会教育費、１目社会教育総務費では、既定額に２１１万７，０００円を追加し、

１，１６８万７，０００円とするもので、少年教育推進事業、２節給料で１５３万５，０

００円、３節職員手当等で５８万２，０００円をそれぞれ追加、採用する地域おこし協力
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隊の人件費でございます。

３目社会教育施設費では、既定額に変更はございませんが、郷土資料館及び青少年柔剣

道場運営事業、２節給料から１節報酬へ１９４万６，０００円を組み替えるもので、会計

年度任用職員の採用形態がフルタイムからパートタイムに変更となったことによるもので

ございます。

５項保健体育費、３目寿野外レクリエーション施設費では、既定額に７７万円を追加し、

４，３９７万４，０００円とするもので、寿野外レクリエーション施設費、１４節工事請

負費に寿スキー場のリフトの支柱に事故防止のため風速計を増設するための費用として同

額を計上。

２０ページをお開きいただきまして、４目学校給食費では、既定額に９万２，０００円

を追加し、２，２６２万３，０００円とするもので、学校給食事業、３節職員手当等に会

計年度任用職員の住宅手当不足分として同額を追加。

１２款諸支出金、１項１目特別会計繰出金では、既定額に３，７６６万円を追加し、１

億５，７０９万６，０００円とするもので、特別会計繰出金事業、２７節繰出金に同額を

追加、介護保険事業特別会計（施設介護サービス事業勘定）への繰出金でございます。

予算書８ページにお戻り願います。歳出合計、既定額に９，７５２万４，０００円を追

加し、４６億２，９９２万５，０００円とするものでございます。

続きまして、歳入についてご説明をいたします。１０ページをお開き願います。１１款

１項地方交付税、１目普通交付税では既定額に８１４万４，０００円を追加し、２０億１，

５１７万８，０００円とするもの、２目特別交付税では既定額に５，８９９万８，０００

円を追加し、２億６，８９９万８，０００円とするもので、それぞれ歳出の一般財源とす

るものでございます。

１４款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金では、既定額に１２５万８，

０００円を追加し、１，３９３万１，０００円とするもので、３節子ども・子育て支援費

補助金に同額を新規計上、歳出、児童手当支給事業のシステム改修委託料に充当する補助

金でございます。

１８款繰入金、１項基金繰入金、５目地方創生基金繰入金では、既定額に１６万９，０

００円を追加し、４，１２０万８，０００円とするもので、１節地方創生基金繰入金に同

額を追加、歳出の６次産業化推進事業に充当。

６目公共施設整備等基金繰入金では、既定額に３３５万５，０００円を追加し、６，７

６３万４，０００円とするもので、１節公共施設整備等基金繰入金に同額を追加、歳出の

役場正面玄関修繕費及び庁舎ストーブ更新費に１４６万８，０００円、歯科診療所のトイ

レ修繕及びエアコン更新費に６５万８，０００円、教職員住宅修繕費に４５万９，０００

円、寿スキー場の風速計増設費用に７７万円をそれぞれ充当。

８目奨学金等償還支援基金繰入金では、既定額に４１０万円を追加し、６８９万円とす

るもので、１節償還金等償還支援基金繰入金に同額を追加、歳出の奨学金償還支援事業に
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充当。

１０目財政調整基金繰入金では、新規に１，７５０万円を計上するもので、１節財政調

整基金繰入金に同額を計上、一般財源の財政調整による計上でございます。なお、本補正

予算調整時においては未確定でありました令和５年度からの繰越金は１億４，０００万円

程度となりましたことから、今後繰越金の予算計上に伴いまして本繰入金は減額していく

考えでございます。

２１款町債、１項町債、４目緊急自然災害防止対策事業債では、既定額に４００万円を

追加し、２，７３０万円とするもので、内容につきましては第３表、地方債補正で説明さ

せていただきましたので、省略をさせていただきます。

６ページにお戻り願います。歳入合計、既定額に９，７５２万４，０００円を追加し、

４６億２，９９２万５，０００円とし、歳入歳出のバランスを取っております。

以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

ありませんか。

髙橋さん。

〇３番（髙橋憲一君） 総務費の人事管理事務事業の職員募集に要する費用ということで、

どういう内容なのかちょっと教えていただきたいと思います。

〇議長（星川三喜男君） 永田総務課課長。

〇総務課長（永田 剛君） 髙橋議員の質問にお答えいたします。

職員募集に当たりましては、なかなか新規採用の職員の採用はできないということで、

社会人の採用を進めていくということでございますけれども、社会人の採用に当たりまし

て広告を全国媒体の、全国に広く広告を出す必要がありまして、そういったものの対応の

経費がまず必要になることと、それに伴って適性検査ですとか、そういったものの検査費

用とその他、それを総務のほうで直接管理をなかなかちょっとでき切れないところもござ

いますので、募集業務の一部事務を含めた、委託を含めた全体的な委託ということになっ

ておりまして、不足する数名、募集する予定でございます。

〇議長（星川三喜男君） そのほかありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第４３号につい

て採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第４３号 令和６年度中頓別町一般会計補正予算は原案のとおり可決され
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ました。

◎議案第４４号

〇議長（星川三喜男君） 日程第２、議案第４４号 令和６年度中頓別町国民健康保険病

院事業会計補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第４４号 令和６年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補

正予算につきまして、西村病院事務長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 西村国保病院事務長。

〇国保病院事務長（西村智広君） おはようございます。よろしくお願いいたします。議

案第４４号 令和６年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補正予算についてご説明いた

します。

１ページをお開き願います。総則、第１条、令和６年度中頓別町国民健康保険病院事業

会計の補正予算は、次に定めるところによる。

収益的収入及び支出、第２条、令和６年度中頓別町国民健康保険病院事業会計予算第３

条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。病院事業収益につきまし

ては、既決予定額に６３１万１，０００円を追加し、５億８，０４８万２，０００円とす

るものです。病院事業費用では、既決予定額に６３１万１，０００円を追加し、５億８，

０４８万２，０００円とするものであります。

他会計からの補助金、第３条、予算第８条に定めた一般会計から受ける補助金の予定額

を次のとおり補正する。一般会計補助金につきましては、既決予定額に３２９万７，００

０円を追加して、２億２，３２６万２，０００円とするものです。

令和６年６月１７日提出、中頓別町長。

それでは、収益的収支の支出をご説明いたします。１７ページをお開き願います。別に

配付してございます補足説明資料の１ページもお開き願います。１款病院事業費用、１項

医業費用、１目給与費の既決予定額に６２６万１，０００円を追加し、４億２５６万５，

０００円とするもので、手当の１４６万１，０００円の追加は医務手当に２９５万円を追

加、常勤医師の嘱託医及び産業医報酬分を医務手当に含めて支出するための追加でありま

す。夜間看護手当の１４８万９，０００円の減額は、実績見込みにより減額するものであ

ります。報酬の４８０万円の追加は、看護職員を現地研修に参加させる期間の代替派遣看

護師報酬及び時間外勤務相当分を追加計上するものであります。給与費の明細につきまし

ては、７ページから１４ページまでに掲載しておりますので、ご参照願います。

３目経費は、既決予定額に５万円を追加し、７，０７０万２，０００円とするもので、

雑費に同額を計上、これは介護医療院入所者が他院を受診した際に発生する施設負担分の

費用を支出するために新規計上するものであります。
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次に、収益的収支の収入をご説明いたします。１５ページをお開き願います。１款病院

事業収益、１項医業収益、３目その他医業収益は、既決予定額に２９５万円を追加し、２，

４４１万円とするもので、公衆衛生活動収益に同額を計上、常勤医の嘱託医派遣受託料２

５９万円、産業医派遣受託料に３６万円を計上するものであります。

３項医業外収益、３目他会計負担金は、既決予定額に３２９万７，０００円を追加し、

１億５，５８９万７，０００円とするもので、派遣看護師報酬不足分等を運営費補助金に

追加するものであります。

８目道補助金は、６万４，０００円を新規計上するもので、物価高騰に伴い医療機関食

材料費支援金について交付対象となることにより計上したものであります。

予定貸借対照表につきましては３ページに、キャッシュフロー計算書につきましては５

ページに添付しておりますので、ご参照願います。

以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第４４号につい

て採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第４４号 令和６年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補正予算は原案

のとおり可決されました。

◎議案第４５号

〇議長（星川三喜男君） 日程第３、議案第４５号 令和６年度中頓別町水道事業会計補

正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第４５号 令和６年度中頓別町水道事業会計補正予算につき

まして、建設課、後藤担当課長から説明をさせていただきます。

〇議長（星川三喜男君） 後藤建設課上下水道担当課長。

〇建設課上下水道担当課長（後藤晃昭君） よろしくお願いいたします。議案第４５号

令和６年度中頓別町水道事業会計補正予算についてご説明いたします。
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１ページをお開き願います。令和６年度中頓別町水道事業会計補正予算。

総則、第１条、令和６年度中頓別町水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによ

る。

収益的収入及び支出、第２条、令和６年度中頓別町水道事業会計予算第３条に定めた収

益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。水道事業収益につきましては、既決予

定額に６万５，０００円を追加し、１億５，７９２万８，０００円とするものです。水道

事業費用では、既決予定額に６万５，０００円を追加し、１億５，７９２万８，０００円

とするものであります。

令和６年６月１７日提出、中頓別町長。

それでは、収益的収支の支出をご説明いたします。９ページをお開き願います。また、

併せて提出しております水道事業会計補足説明資料をご参照願います。１款水道事業費用、

３項特別損失、１目その他特別損失において、既決予定額６１１万７，０００円に６万５，

００円を追加し、６１８万２，０００円とするもので、その他特別損失に同額を計上、な

お説明欄に未収金と記載しておりますが、正しくは未払い金になりますので、申し訳ござ

いませんが、訂正をお願いいたします。当初予算で見込んでおりました特別損失において、

需用費の電気料について不足分が生じることから、不足分を追加するものです。

次に、収益的収支の収入をご説明いたします。７ページをお開き願います。１款水道事

業収益、１項営業収益、１目給水収益において、既決予定額に６万５，０００円を追加し、

５，１３３万８，０００円とするもので、水道料金に同額を計上、収益的支出の特別損失

の補正に伴い収益のバランスを取るために設定するものです。

予定貸借対照表につきましては３ページに、キャッシュフロー計算書は５ページに添付

しておりますので、ご参照願います。

以上、簡単ではありますが、ご説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願

い申し上げます。

〇議長（星川三喜男君） ただいま説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第４５号につい

て採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第４５号 令和６年度中頓別町水道事業会計補正予算は原案のとおり可決

されました。
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◎議案第４６号

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第４、議案第４６号 令和６年度中頓別町介

護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第４６号 令和６年度中頓別町介護保険事業特別会計（介護

サービス事業勘定）補正予算につきまして、土屋保健福祉課長から説明をさせていただき

ます。

〇議長（星川三喜男君） 土屋保健福祉課長。

〇保健福祉課長（土屋順一君） それでは、ご説明させていただきます。

議案第４６号 令和６年度中頓別町介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）補

正予算についてご説明させていただきます。

１ページをお開き願います。令和６年度中頓別町の介護保険事業特別会計（介護サービ

ス事業勘定）補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入予算の補正）

第１条 歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算

の金額は、「第１表歳入予算補正」による。

令和６年６月１７日提出、中頓別町長。

事項別明細書、歳入についてご説明いたします。５ページをお開き願います。１款サー

ビス収入、１項介護給付費収入、１目在宅サービス事業収入では、既定額から１万円を減

額し、３，００４万円とするもので、地域密着型介護サービス収入について減額するもの

でございます。

４款諸収入、１項雑入、１目雑入では、既定額に１万円を追加するもので、雇用保険に

係る個人負担分の収入を新たに計上するものでございます。

今回の補正につきましては、介護サービス事業に係る財源の見直しにつき歳入のみの補

正となっております。

３ページをお開き願います。歳入合計の既定額５，９７６万６，０００円に変更はござ

いません。

以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願

いいたします。

〇議長（星川三喜男君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第４６号につい

て採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第４６号 令和６年度中頓別町介護保険事業特別会計（介護サービス事業

勘定）補正予算は原案のとおり可決されました。

◎議案第４７号

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第５、議案第４７号 令和６年度中頓別町介

護保険事業特別会計（施設介護サービス事業勘定）補正予算を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林生吉君） 議案第４７号 令和６年度中頓別町介護保険事業特別会計（施設

介護サービス事業勘定）補正予算につきまして、土屋保健福祉課長から説明をさせていた

だきます。

〇議長（星川三喜男君） 土屋保健福祉課長。

〇保健福祉課長（土屋順一君） それでは、議案第４７号 令和６年度中頓別町介護保険

事業特別会計（施設介護サービス事業勘定）補正予算についてご説明させていただきます。

１ページをお開き願います。令和６年度中頓別町の介護保険事業特別会計（施設介護サ

ービス事業勘定）補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３，７６６万２，０００円を

追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ２億１，６９８万４，０００円とする。

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和６年６月１７日提出、中頓別町長。

初めに、事項別明細書、歳出からご説明させていただきます。１０ページをお開き願い

ます。１款総務費、１項施設管理費、１目一般管理費では、既定額に３，７６６万２，０

００円を追加し、２億１，６９８万４，０００円とするもので、２節給料では令和６年４

月より新規採用となった職員３名と、当初養護老人ホームに配置を予定していた栄養士に

ついて特別養護老人ホームへの配置に変更したことから、不足する給料１，１１６万３，

０００円を追加するものとなります。３節職員手当等では、給料と同様の理由により不足

する職員手当及び介護職員に係る夜間介護手当、看護師の夜間勤務手当について合わせて

９５８万２，０００円を追加するものとなります。４節共済費についても給料、職員手当

等と同様に不足する共済費について３３９万６，０００円を追加するものでございます。
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１０節需用費の光熱水費につきましては、特別養護老人ホームを運営していく上で職員が

不足する場合に派遣会社から派遣してもらう職員の居住に係る光熱水費を町が負担するた

め補正するもので、水道料、下水道料及び電気料について合わせて２９万７，０００円を

追加、修繕料につきましては特養等の廊下、ホールの床のコーキングが乾燥による木材の

収縮により剥離してきたことから、修繕に係る費用について４８万４，０００円を追加す

るものでございます。１２節委託料で労働者派遣業務委託料につきましては、先ほど需用

費でご説明いたしました特別養護老人ホームの派遣職員の派遣に係る費用８４０万円を計

上するものでございます。利用者健康管理診療業務委託料につきましては、老人ホーム長

寿園に入所されている利用者の健康管理及び診療業務の委託料２５９万円を計上、老人ホ

ーム長寿園産業医委託料につきましては、老人ホーム長寿園の職員に係る産業医の委託料

３６万円を計上、それぞれ中頓別町国民健康保険病院に委託するため補正するものでござ

います。１８節負担金補助及び交付金では、先ほど２節給料でご説明いたしました新規採

用の職員と栄養士に係る退職手当組合負担金について不足する額７５万４，０００円を追

加するものでございます。外国人介護人材家賃助成金につきましては、老人ホーム長寿園

で採用となった外国人に係る家賃の助成のため６２万４，０００円を計上するもので、社

会福祉法人で採用した外国人については就職後２年間の家賃補助を条件に採用しているこ

とから、住居手当を除く額について補正するものとなります。その他会費につきましては、

１０節需用費でご説明いたしました派遣職員の居住に係る町内会費について町が負担する

ため１万２，０００円を計上しております。詳細につきましては、保健福祉課作成の補正

予算補足説明資料をご参照願います。

また、人件費の詳細につきましては、１２ページ以降の給与費明細書をご参照願います。

６ページをお開き願います。歳出合計、既定額に３，７６６万２，０００円を追加し、

２億１，６９８万４，０００円といたしました。

続きまして、歳入をご説明いたします。８ページをお開き願います。１款サービス収入、

１項介護給付費収入、１目施設介護サービス収入では、当初特別養護老人ホーム入所者の

要介護に対する介護報酬について施設介護サービス収入のみ計上しておりましたが、サー

ビスごとの収入及び自己負担分の収入に分ける必要があったため施設介護サービス収入か

ら３，４７０万円を減額し、２目居宅介護サービス収入において短期入所生活介護費収入

１２０万円、３目自己負担金収入では自己負担金収入３，３５０万円を新たに計上するも

のでございます。

２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金では、歳出に対して不足する収入

について一般会計繰入金３，７６６万円を新たに計上するものでございます。

３款諸収入、１項１目雑入では、町外に住所がある利用者の介護認定調査を特別養護老

人ホームの職員が委託された場合に認定調査委託料として収入があるため１，０００円を

計上、また雇用保険に係る個人負担分について１，０００円を計上するものでございます。

４ページをお開き願います。歳入、既定額に３，７６６万２，０００円を追加し、２億
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１，６９８万４，０００円とし、歳入歳出のバランスを取っているところであります。

以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願

いいたします。

〇議長（星川三喜男君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ありませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第４７号につい

て採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、議案第４７号 令和６年度中頓別町介護保険事業特別会計（施設介護サービス

事業勘定）補正予算は原案のとおり可決されました。

◎発議第１号

〇議長（星川三喜男君） 続きまして、日程第６、発議第１号 ゼロカーボン北海道の実

現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を求める意見書（案）を議題とします。

提出者より提案理由の説明を求めます。

蓮尾さん。

〇１番（蓮尾純一君） それでは、発議させていただきます。

令和６年６月１９日、中頓別町議会議長、星川三喜男様。

提出者、中頓別町議会議員、蓮尾純一。賛成者、中頓別町議会議員、西浦岩雄。

ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を求める意

見書（案）。

上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出しま

す。

内容につきまして、意見書になります。

ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を求める意

見書（案）

本道の森林は全国の森林面積のおよそ４分の１を占め、国土保全、地球温暖化防止、林

産物の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させるた

めには、森林資源の循環利用を進める必要がある。

全国一の森林資源を有する北海道において本町と道が連携し、２０５０年カーボンニュ

ートラルの実現に向けて、伐採後の着実な植林による森林の若返りや長期間炭素を固定す



- 84 -

る木材利用の促進、化石燃料の代替となる木質バイオマスの利用促進など森林吸収源対策

を積極的に推進する責務を担っている。

本町をはじめ、道内各地域では、森林資源の循環利用に向けて、森林整備事業や治山事

業など国の事業を活用し、植林・間伐や路網の整備、優良種苗の安定供給、山地災害の防

止、木造公共施設の整備、森林づくりを担う人材の育成など、様々な取組を進めてきたと

ころである。

本道の森林を将来の世代に引き継ぎ、環境への負荷の少ない循環型社会を形成するため

には、活力ある森林づくりや道産木材の利用、防災・減災対策を一層進め、ゼロカーボン

北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を図ることが必要である。

よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。

記

１ 地球温暖化や山地災害の防止など森林の多面的機能を持続的に発揮させるため、適切

な間伐や伐採後の着実な植林の推進に必要な森林整備事業予算や、防災・減災対策の推

進に必要な治山事業予算を十分に確保すること。

２ 森林資源の循環利用を推進するため、成長が早く形質の優れたクリーンラーチなどの

優良種苗の安定供給、ＩＣＴ等の活用によるスマート林業の推進、木材加工・流通体制

の強化、建築物の木造・木質化や、木質バイオマスの利用促進などによる道産木材の需

要拡大、外国人材も含めた森林づくりを担う人材の育成・確保などに必要な支援を充実

・強化すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。

令和６年６月１９日、北海道中頓別町議会議長、星川三喜男。

提出先、以下衆議院議長から参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科

学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣となります。

以上です。

〇議長（星川三喜男君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより発議第１号を採決し

ます。

お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、発議第１号 ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の

充実・強化を求める意見書は原案のとおり可決されました。
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◎閉会中の継続調査申出について

〇議長（星川三喜男君） 日程第７、閉会中の継続調査の件を議題とします。

議会運営委員会、いきいきふるさと常任委員会の各委員長から、お手元に配付しました

申出書のとおり閉会中の継続調査の申出があります。

お諮りします。本件については、各委員長申出のとおり決することにご異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。

◎議案の文言整理について

〇議長（星川三喜男君） お諮りします。

このたびの定例会で議決された議案について、字句、数字、その他の整理を要するもの

については、その整理を議長に一任されたいと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（星川三喜男君） ご異議なしと認めます。

したがって、字句、数字、その他の整理を要するものについては議長に一任することに

決定しました。

◎閉会の宣告

〇議長（星川三喜男君） 本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。

これで本日の会議を閉じます。

令和６年第２回中頓別町議会定例会を閉会いたします。

（午前１０時２２分）
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上記会議のてん末を記載し、その相違ないことを証するために

ここに署名する。

中頓別町議会議長

署名議員

署名議員


